
 

 

 

 

 

 

 

公募型プロポーザル方式による建設 

コンサルタント等の特定手続要領 

【平成２８年４月１日改正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀県 県土整備部長 

 



目   次 

 

１ 公募型プロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続要領     １ 

２ 公募型プロポーザル方式の実施手続フロー図                ７ 

３ 様式 

・採用理由書                                ８ 

・選定要件書                                ９ 

・様式第１号技術提案書提出意志表明書                      １０ 

・様式第１－１号同種（類似）業務実績調書                  １１ 

・様式第１－２号配置予定技術者調書                     １２ 

・様式第１－３号部門別技術者調書                      １３ 

・様式２選定調書                                  １４ 

・様式３ 技術提案書の作成説明書                          １５ 

・様式３－１ヒアリング実施要領                         ２０ 

・様式３－２技術提案書評価要領                         ２１ 

・様式４技術提案書（標準例）                            ３０ 

・様式５非特定理由説明回答書                            ３８ 

 

５ 公募型プロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続要領 

の運用について                             ３９ 

 

６ 参考資料 

 ・資料１ プロポーザル方式対象業務                                     ４１ 

 



 1

公募型プロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、県土整備部が発注する建設コンサルタント業務等に係る公募型プロ 

 ポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続に関し、必要な事項を定める。 

 

（対象業務） 

第２条 公募型プロポーザル方式は、次の各号に掲げる業務のうち、地方自治法施行令（昭 

和 22年政令第 16号）第 167 条の２第１項第２号に該当し、かつ、県土整備部長、事業担

当課長、現地機関の長（以下「県土整備部長等」という。）が必要と認める業務について

行うものとする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、この要領の

対象としない。 

(1) 都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意

向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等、広範かつ高度な知識と豊

かな経験を必要とする業務 

 (2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、

複雑な構造計算を伴う設計、難解な解析を伴う地質調査等、比較検討又は新技術を要

するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務 

 (3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、密度流の二・三次元解析調査、技術・管理シ

ステム等の評価検討調査、既設施設の機能診断、先進的技術を要する計測・試験を含

む地質調査等、先例が少ない実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務 

 (4) 計画から設計まで一貫発注する業務 

 (5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的

判断を必要とする設計業務 

 (6) その他公募型プロポーザル方式に基づき執行することが適当であると県土整備部長

等が認める業務 

２ 公募型プロポーザル方式の採用にあたっては、第５条に規定する建設コンサルタント選 

定委員会（以下「委員会」という。）の審議を経なければならない。 

 

（技術提案書の提出者の要件等の決定） 

第３条 県土整備部長等は、委員会の審議を経て、対象業務に係る技術提案書の提出を求め 

る者（以下「技術提案書提出者」という。）の要件等を決定するものとする。 

２ 技術提案書提出者の要件については、以下のとおりとする。 

 (1)  佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則（昭和 28 年佐賀県規則第 21

号）第２条第２項に基づき、対象業務に対応する建設コンサルタント登録規程（昭和

52年建設省告示第 717 号）に基づく登録部門に係る入札参加資格の決定を受けている

こと。 

 (2) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

(3) 対象業務の技術提案書提出意思表明書の提出期限日から開札の日までの間に、佐賀県
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建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていな

いこと。 

(4) 対象業務の技術提案書提出意思表明書の提出期限日の６か月前から開札の日までの 

間に、金融機関等において、不渡り手形等を出していないこと。 

 (5) 開札の日までに、会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11 

年法律第 225 号）の規定に基づく更正又は再生手続きの申立がなされた者でないこと。  

ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、

佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則第２条第１項に規定する入札参加

資格審査申請書を再度提出し、再度、入札参加資格の決定を受けている者を除く。 

 (6) 他の技術提案書提出意思表明書の提出者と資本又は人事面において強い関連がない 

者であること。 

   「資本又は人事面において強い関連がある者」とは、次のいずれかに該当する者を 

いう。 

ア 法人税法施行令（昭和 40年政令第 97号）第４条第２項及び第４項に該当する者

（会社） 

イ 一方の会社の役員(株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持株会社の  

業務を執行する社員及び法人格のある組合等の理事に限る。）が、他の会社の役員

を現に兼ねている会社 

ウ 一方の会社の役員の配偶者及び親子関係にある者が、現に他の会社の役員の職に

ある会社 

 (7) 佐賀県暴力団排除条例（平成 23年佐賀県条例第 28号）第２条第４号に規定する暴力 

団等でないこと。 

「佐賀県暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団等」とは、次のいずれかに  

該当する者をいう。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号。 

以下「法」という。)第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。） 

   イ 暴力団員（法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。） 

   ウ 暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者 

   エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える 

目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

   オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は 

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

   カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

   キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

   ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力 

を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力 

を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者 

で営業所を代表するものをいう。)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の 

団体又は個人 
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   ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又 

は個人 

 (8) 過去数年間において対象業務の同種または類似業務の実績を数件以上有すること。 

 (9) 技術士法（昭和 58年法律第 25号）に基づく技術士の資格を有する者（以下「技術 

士」という。）、シビルコンサルティングマネージャの資格を有する者（以下「ＲＣ 

ＣＭ」という。）又は建設コンサルタント登録規程第３条第１号ロの認定を受けた者 

（以下「認定技術管理者」という。）で、過去において対象業務の同種または類似業務 

の実績を有する者を管理技術者及び照査技術者として配置できること。 

(10) 対象業務に対応する建設コンサルタント登録規程に基づく登録部門について、一定 

数以上の技術者（技術士、ＲＣＣＭ）を有していること。 

 (11) その他必要な事項 

３ 県土整備部長等は、競争入札参加資格委員会設置要領に基づく競争入札参加資格委員会

での審査の結果、技術提案書提出者の要件を満たした者（以下、「選定業者」という。）

に対し、選定通知を行う。 

４ 選定業者数は３者以上であることを原則とするが、２者の場合であっても、これによら

ず選定業者を特定する手続を進めることができる。 

 

（技術提案書作成説明書の内容） 

第４条 技術提案書作成説明書には、次に掲げる事項を記載する。 

 (1) 業務の詳細な内容 

 (2) 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項 

 (3) 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限 

 (4) 選定業者を特定するための技術提案書の評価基準（以下「評価基準」という。） 

 (5) 技術提案書作成説明書に不明の点がある場合の質問の受付方法及び回答手続 

 (6) 技術提案書のヒアリングに関する事項（ヒアリングを実施する場合に限る） 

 (7) 第７条に規定する非特定理由に関する事項 

 (8) その他の県土整備部長等が必要と認める事項 

２ 評価基準については、委員会の審議を経て、県土整備部長等が定める。この場合におい

て、評価基準の内容は、別に定める「技術提案書評価要領」に沿ったものでなければなら

ない。 

 

（建設コンサルタント選定委員会） 

第５条 本庁または現地機関に委員会を設け、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) プロポーザル方式の採用の必要性 

 (2) 技術提案書提出者の要件の決定（案） 

 (3) 求める技術提案書の内容及び評価基準の決定（案） 

 (4) 技術提案書の評価点の決定及び選定業者の特定（案） 

２ 委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、委員が止むを得ず出席できないときは、

説明等で立ち会いの説明がある場合に限り、代理を出席させることができる。 
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なお、委員長が必要と認めるときは委員以外の有識者に委嘱または意見を求めることが

できる。 

名  称 委 員 の 構 成 備  考 

部内委員会 

 

 

委員長 県土整備部長 

委 員 県土整備部副部長 

県土企画課長 

建設・技術課長 

入札・検査センター長 

部内に設置 

 

 

課内委員会 

 

委員長 課長 

委 員 室長及び技術監 

 副課長 

本庁各課内に設置 

 

 

現地機関委員会 

 

委員長 所長 

委 員 副所長 

 各課長 

各現地機関に設置 

 

 

３ 課内委員会及び現地機関委員会の審議対象は、設計価格４千万円未満の建設コンサルタ

ント等委託業務とする。 

４ 部内委員会の審議対象は、設計価格４千万円以上の建設コンサルタント等委託業務とす

る。ただし、設計価格４千万円未満の建設コンサルタント等業務委託であっても、部内委

員長が必要と認めるときは審議対象とすることができる。 

５ 委員長は委員会を総理する。ただし、委員長不在の時は、委員の中から委員長が指名す

る者が職務を代理する。 

６ 委員会は、必要に応じ随時に開く。 

７ 委員会の審議は公開しない。また、何人も委員会の審議の内容を漏らしてはならない。 

８ 部内委員会の庶務は担当事業課、課内委員会の庶務は担当事業課の庶務担当、現地機関

委員会の庶務は総務課がそれぞれ行う。 

 

 （建設コンサルタント等の特定） 

第６条 県土整備部長等は、委員会での審議結果をもとに、原則として 高の評価点の技術

提案書を提出した選定業者を契約予定者として特定することとする。ただし、技術提案書

が 高の評価点であっても、別に定める「技術提案書評価要領」において個別の評価項目

に設定される非特定要件に該当する場合の他、「技術者評価基準」と「提案内容評価基準」

のいずれかにおいて、評価の合計が満点の６割未満である場合及び参考見積価格と参考業

務規模が著しく乖離しており、ヒアリングの結果、業務実施方針等の妥当性を確認するこ

とができない場合は、当該技術提案書を提出した選定業者を契約予定者として特定しない

こととする。 

  なお、契約予定者として特定する選定業者がいない場合は、第７条第１項に規定の通知 

を行った上で、当該案件は中止とし、技術提案書提出者の要件を検討した上で、再度公告 

を行う。 
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２ 県土整備部長等は、前項により特定した選定業者に対し、契約予定者として特定した旨

の通知を行う。 

 

（非特定理由の説明） 

第７条 県土整備部長等は、技術提案書を提出した選定業者のうち契約予定者として特定し 

なかった者に対し特定しなかった旨及び特定しなかった理由（以下「非特定理由」という。） 

を通知する。 

２ 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日以内に、書面により、

県土整備部長等に対して非特定理由についての説明を求めることができる。 

３ 県土整備部長等は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めること

ができる 終日の翌日から起算して５日以内に、書面により回答する。 

４ 前３項に規定する内容は、技術提案書作成説明書に明記するものとする。 

５ 第１項の通知に記載した非特定理由は、評価基準の各項目のいずれの観点から特定しな

かったかについて明らかにすることとし、当該通知には、第２項に規定する内容を明記す

るものとする。 

６ 第１項の通知は、前条第２項の通知と同時に行う。 

７ 県土整備部長等は、第３項に規定する回答の内容について委員会に通知する。 

８ 第２項及び第３項の期間の算定にあたっては、佐賀県の休日に関する条例（平成元年佐

賀県条例第 29 号）第１条に規定する県の休日及び８月 13 日から８月 15 日までの期間を

含まないものとする。 

 

（契 約） 

第８条 県土整備部長等は、契約予定者として特定した選定業者と協議を行い、随意契約を

行う。 

 

（実施上の留意事項） 

第９条 前条までのほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

 (1) 技術提案書提出者が、他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の 

援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させる。 

(2) 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、技術提案書提出者の負担とする。 

 (3) 特定しなかった技術提案書は、原則として返却しない。 

 (4) 提出された技術提案書は、技術提案書提出者に無断で使用しない。 

 (5) 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とし、虚偽の記載を 

  した者に対して、佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づ 

く指名停止を行うことがある。 

 (6) 前各号に掲げる事項は、技術提案書作成説明書において明記する。 

 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。 
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附 則 

 この要領は、平成 19年７月 27日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 23年７月 15日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 



公募型プロポーザル方式の実施手続フロー

以下について、担当事業課（担当現地機関）が案を作成する。（様式3,3-1,3-2）
　①プロポーザル方式の採用理由書（案）
　②技術提案書の提出者の要件（案）

・業務経歴、技術者の実績、業務履行能力　等

　の技術提案書提出者の要件（参加資格要件）を決定する　
　　③技術提案内容及び選定業者を特定するための評価基準（案）　等

以下について、担当事業課長（課内委員会又は現地機関委員会の場合は担当係長）が説明する。
　①プロポーザル方式の採用理由
　②技術提案書の提出者の要件設定理由（参加資格要件）
　③求める技術提案書の内容と選定業者を特定するための評価基準

・公募型プロポーザル方式であることの明示
・委託の概要（技術提案書作成説明書等）

5日～10日 ・技術提案書提出に必要な要件に関する事項
（休日を含まない) ・提出意思表明書、資料の作成及び提出方法等

・選定資料作成

 No

Yes

10日～15日

（質問期間　5日)

5日（休日を含まない）

5日（休日を含まない）

7日（休日を含まない）

以下について、担当事業課（担当現地機関）が審査資料（案）を作成する。
①技術提案書の評価点（案）
②選定業者の特定（案）
③その他、特定・非特定の理由書（案）等

以下について、担当事業課長（課内委員会又は現地機関委員会の場合は担当係長）が説明する。

20日以内 ①技術提案書の評価点
②選定業者の特定
③その他、特定・非特定の理由書

No

Yes

・特定した選定業者と仕様書の協議及び決定 5日以内(休日を含まない)に説明要求

・予定価格の決定、見積依頼通知

5日以内(休日を含まない)に回答

中止

標準日数

理由説明の要求

非選定通知

「技術提案書提出意思表明書」
及び資料の提出期限

競争入札参加資格委員会
（参加資格要件の審査）

契約の締結

説明要求に対する回答

非特定理由の説明要求

説明要求に係る回答

技術提案書の受理

特定した選定業者がいる

開札処理、契約手続の開始

第２回建設コンサルタント選定委員会

　　　苦　情　申　し　立　て

特定・非特定の通知
非特定者には理由を付して通知

プロポーザル方式採用の決定

技術提案書の提出者の要件等（案）の作成

第１回建設コンサルタント選定委員会

　　公告(佐賀県庁ホームページに登載)

選定・非選定通知

■質問期間
選定通知より５日間とする

原則として、選定業者が２者未満の場
合は参加資格要件等を見直した上で、
再度公告を検討する。

選定業者は２者以上か？

非特定の通知

7
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（採用理由書） 

 

プロポーザル方式（標準例） 

 

 

  １ 業務名       ○○○○○検討業務 

 

 

 

 

 

 

 ２ 業務の概要      

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 採用理由（特定手続要領第２条に規定する業務であることの説明） 

 

     ① 

 

 

     ② 

 

 

     ③ 
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（選定要件書） 

 

技術提案書の提出を求める者の選定要件書（標準例） 

 

  １ 対象業務名       ○○○○○業務 

 ２ 対象業務の要件      

項   目 設 定 要 件 

(1) 参加資格及び業

務実績等に関する要

件 

・建設コンサルタント登録規定に基づく下記登録部門を有す

ること。                         

○○部門、□□部門、△△部門（対象業務により設定） 

・同種又は類似業務の実績（過去○年間の実績が△件以上）

・保有する技術者（技術士、ＲＣＣＭ）数 

○○部門○人以上 

□□部門□人以上 

△△部門△人以上 

・上記実績を有する者を管理技術者及び照査技術者として配

置できるものであること。 

(2) 欠格要件 ・指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けている期間

にないこと。 

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４

第１項の規定に該当する者でないこと。 

・技術提案書提出意思表明書の提出期限日の６か月前から開

札の日までの間に、金融機関等において、不渡り手形等を出

していないこと。 

・開札の日までに、会社更生法（平成 14年法律第 154 号）又

は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）の規定に基づく更正

又は再生手続きの申立がなされた者でないこと。ただし、更

生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確

定した者で、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関す

る規則（昭和 28 年佐賀県規則第 21 号）第２条第１項に規定

する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、入札参加

資格の決定を受けている者を除く。 

(3) 地域要件 ・佐賀県内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。（対

象業務の内容により変更） 

(4) その他 ・上記以外の要件を設定する場合に記載する。 

 

                                      



 

10 
 

（様式第１号） 

 

技術提案書提出意思表明書 

 

 

                           平成  年  月  日 

 

 

   佐賀県県土整備部長（佐賀県〇〇課長又は○○事務所長）様 

 

 

                 住 所 

                 会社名 

                 代表者名                        印 

 

 

 

 平成○年○月○日付けで公告のあった下記業務に対する技術提案書を提出する意思が

有りますので、別添資料を添えて提出します。 

また、下記書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約いたします。 

 

 

                  記 

 

業務名：○○○○○○業務 

 

 

提出資料 

１ 同種（類似）業務実績調書（様式第１－１号）及び実績を証する書類 

２ 配置予定技術者調書（様式第１－２号）及び実績を証する書類 

３ 部門別技術者調書（様式第１－３号） 

 

 

 

 

 

 

  （注）技術提案書提出意思表明書は、電子入札システムに登録して提出すること。 

     提出資料（１～３）は、直接発注機関に持参すること。 

提出期限  平成  年  月  日（ ） 



様式第１－１号

　　　　　　　　　会社名：

業務分類 同種（類似）業務（○○○○○○業務）

業務名

TECRIS登録番号

契約金額

履行期間

　　発注機関名

　　住　　所

　　電話番号

業務の概要

業務の技術的特徴

特記事項

※実績を証する書類としてTECRISの写しを添付すること。

同種（類似）業務実績調書

11



様式第１－２号

会社名：

生年月日

（業務経験の概要）

業務名 発注機関名

業務場所 契約金額

従事期間 従事役職

業務内容

業務名 発注機関名

業務場所 契約金額

従事期間 従事役職

業務内容

業務名 発注機関名

業務場所 契約金額

従事期間 従事役職

業務内容

※管理技術者、照査技術者、担当技術者毎に作成すること。
※法令による資格・免許の資格者証又は免許証の写しを添付すること。
※実績を証する書類を添付すること。（ＴＥＣＲＩＳ等の写し）

配置予定者技術者調書（管理技術者、照査技術者、担当技術者）

法令による
資格･免許

配置予定者の氏名 年　　　月　　　日

終学歴

12



様式第１－３号

業務名：

会社名：

入札参
加資格

の
有無

求められた
技術者数

人以上 人 人 人 人

人以上 人 人 人 人

人以上 人 人 人 人

人以上 人 人 人 人

人以上 人 人 人 人

部門別技術者調書

求められた部門名 技術士 ＲＣＣＭ 計
認定管理
技術者
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（様式３） 

技術提案書の作成説明書  

 

１ 業務の概要 

(1) 業務の目的 

 

 (2) 業務内容      

  ア 検討項目【注：検討項目毎に内容、ケース数及び条件等を記載する。】 

イ 本業業務おいて技術提案を求めるテーマ【技術提案を求めるテーマが必要な

場合１～３題程度明示する。】 

   (ｱ) 

   (ｲ) 

   (ｳ) 

 

(3) 履行期間 

    履行期間：平成○年○月上旬～平成○年○月○日（予定） 

 

(4) 業務実施上の条件 

  ア 予定技術者に対する要件 

   (ｱ) 技術者資格 

     (ｲ) 同種又は類似業務の実績（同種、類似業務の定義をすること。） 

     (ｳ) 手持業務量 

    イ 現地調査 

  ウ 業務打ち合わせ回数 

  エ 照査 

    オ 資料の貸与 

    カ その他 

 

 (5) 成果品 

  ア 報告書（Ａ４判）      ○部 

  イ イメージパース       ○枚 

  ウ 添付図面（Ａ１判）     ○枚×○部 

    添付図面の内訳： 平面図 ○枚、横断図 ○枚、標準断面図 ○枚 

             構造詳細図 ○枚 

  エ 原図            １式 

  オ 電子媒体（ＦＤ、ＣＤ－Ｒ等）１式 

    【注：業務内容により適宜設定する。】 

 

 (6) その他 

    特記仕様書等 

 

２ 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

 (1) 技術提案書作成上の基本事項 

ア プロポーザルは、具体的な取組方法について提案を求めるものであり、成果

の一部の提出を求めるものではない。 

イ 要請した事項以外の内容を含む技術提案書については、無効とする場合があ

る。 
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 (2) 技術提案書の作成方法 

    技術提案書の様式は、様式４に示されるとおりとする。 

 

 (3) 技術提案書の内容に関する留意事項 

  ア 業務実施体制 

  イ 予定技術者の経歴等 

  ウ 予定技術者の過去○年間の同種又は類似業務実績 

  エ 実施方針・実施フロー・工程表 

  オ 特定テーマに対する技術提案  【注：業務内容により適宜設定する。】 

  カ 参考見積 

  キ その他 

 

 (4) 業務量の目安 

    本業務の参考業務規模は、○○万円程度を想定している。 

【注：参考業務規模は、100 万円単位以上かつ有効数字２桁以下の概数を示

すこと。また、「○○万円～○○万円程度」のように、範囲を示しても良

い。範囲を示す場合には上限額の１～２割程度の幅とすること。】 

 

(5) 技術提案書の無効 

提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場

合は無効とすることがある。 

 

  ※ 【注：既存資料の閲覧を認める場合のみに記述する。】 

 (6) 既存資料の閲覧 

    技術提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧することができる。 

ア 資料名：○○業務報告書 

イ 閲覧場所：佐賀県○○部○○課 

ウ 閲覧期間：技術提案書提出選定通知書の送付の翌日から技術提案書の提出

期限の前日までの毎日（佐賀県の休日に関する条例（平成元年佐賀県条例第

29 号）第１条に規定する県の休日（以下「休日」という。）を除く。）○時

から○時まで 

 

３ 技術提案書等の提出方法、受付期間及び受付場所 

 (1) 技術提案書提出意思表明書 

  ア 提出方法 

持参又は郵送（電子入札の場合は佐賀県電子入札システムに登録）により 

提出するものとする。 

イ 受付期間 

平成○年○月○日から平成○年○月○日まで（休日を除く。） 

電子入札の場合は、上記受付期間の９時から 17 時まで（ 終日にあっては

９時から 16 時まで）、佐賀県電子入札システムにて受付ける。 

 

(2) 意思表明時の提出資料 

  ア 提出方法 

 提出資料は、次の期間、次の受付場所に、書面で提出する。 

  イ 受付期間 

    平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで（休日を除く。）

の９時から 16 時まで 
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ウ 受付場所 

○○事務所  総務課 （佐賀県○○市○○町○○ ） 

  電話番号  ○○－○○○○ 

メールアドレス ○○○@pref.saga.lg.jp 

 

(3) 技術提案書提出者の参加要件の確認 

提出資料を審査し、選定業者としての参加要件を確認し（電子入札の場合は

佐賀県電子入札システムにより）通知する。 

本業務の技術提案書を提出できるのは、技術提案書提出選定通知を受けた者

に限る。 

なお、選定した業者がいなかった場合は、この案件を中止する。 

 

(4) 技術提案書 

  ア 提出方法 

持参又は郵送（電子入札の場合は佐賀県電子入札システムに登録）により  

提出するものとする。 

  イ 受付期間 

平成○年○月○日から平成○年○月○日まで（休日を除く。） 

電子入札の場合は、上記受付期間の９時から 17 時まで（ 終日にあっては

９時から 16 時まで）、佐賀県電子入札システムにて受付ける。 

  ウ その他 

    要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

 

４ 公告の内容についての質問の受付け及び回答 

 (1) 質問の受付け 

文書（様式任意、ただし、規格はＡ４判）により行うものとし、持参、又は

電子メールのいずれかの方法で受付ける。ただし、電子メールの場合は、着信

を確認すること。 

なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、

電子メールアドレスを併記するものとする。 

   ア 質問の受付担当課： ３の受付場所に同じ。 

   イ 質問の受付期間 ： 平成○年○月○日（○）○時から 

               平成○年○月○日（○）○時まで 

   【注：公告の翌日から、概ね１週間以内とすること。】 

 

 (2) 質問に対する回答 

質問を受理した日から５日以内（休日及び８月 13 日から 8 月 15 日までの期

間を含まない。）に、質問のあった者に対しては直接書面または電子メールで

回答し、同時に佐賀県庁ホームページ又は佐賀県電子入札システム上で閲覧に

供する。 

 

５ 選定業者を特定するための技術提案書の評価基準 

(1) 配置予定技術者及び技術提案内容の評価項目 

ア 配置予定技術者（管理技術者、担当技術者及び照査技術者）の資格要件、専

門技術力、専任性等 

イ 実施方針・実施フロー・工程表等 

ウ 特定テーマに対する技術提案   【注：業務内容により適宜設定する。】 

 

(2) 評価は各評価項目における判断基準に基づき評価のウエートを付ける。 
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 (3) 管理技術者における標準評価項目で「技術者資格及びその専門分野の内容」、

「同種又は類似業務の実績の内容」又は「手持業務の契約金額及び件数」のいず 

れかがＣ評価及び参考見積価格と参考業務規模が著しく乖離しており、ヒアリン

グの結果、業務実施方針等の妥当性を確認することができない技術提案書を提出

した選定業者は、特定しない。 

 

(4) 原則として 高の評価点の技術提案書を提出した選定業者を契約予定者とし

て特定することとする。 

   ただし、技術提案書が 高の評価点であっても、上記(3)の他、「技術者評価

基準」と「提案内容評価基準」のいずれかにおいて、評価の合計が満点の６割

未満の場合は、当該技術提案書を提出した選定業者を契約予定者として特定し

ないこととする。 

   なお、評価の合計点の 高得点者が複数者いる場合は、下記の①から④の順 

で１者を特定するものとする。（②以下はその上位項目が同点の場合に適用） 

① 提案内容評価基準の合計得点が高いもの 

② 配置予定技術者の専門技術能力（優良表彰）が高いもの 

③ 配置予定技術者の公告日における手持ち業務量（受注金額の合計）が少な 

いもの 

④ 配置予定技術者の公告日における手持ち業務量（受注件数）が少ないもの 

 

契約予定者として特定された選定業者に対しては、特定された旨を（電子入

札の場合は佐賀県電子入札システムにより）通知する。 

   なお、契約予定者として特定する選定業者がいない場合は、非特定通知書

により通知を行った上で、当該案件は中止する。 

 

※ 【注：ヒアリングを実施する場合のみに記述する。】 

６ 技術提案書に関するヒアリング 

 (1) 実施場所、日時及び出席者 

ア 実施場所：  佐賀県○○部○○課 

イ 実施日時： 平成○年○月○日から平成○年○月○日 

ウ ヒアリングの日時は協議の上、決定する。 

エ  出 席 者： 管理技術者（又は担当技術者） 

       【注：担当技術者を認める場合には、追記する。】 

なお、原則として代理者の出席及び指定されたもの以外の者の出席は認めな

い。 

 

 (2) ヒアリング項目 

ア 管理技術者（又は担当技術者）の経歴について 

イ 管理技術者（又は担当技術者）の業務実績について 

ウ 業務の実施方針、業務のフローチャート・工程計画及び特定テーマに対する

取組方法等について 

 

 (3) ヒアリング時の追加資料は受理しない。 

 

 (4) ヒアリングに出席しない場合 

受注意思がないものとみなし、原則として特定しない。ただし、病気、交通

機関の事故等真にやむを得ない理由で出席できないと判断される場合はこの限

りでないので、該当する場合はその旨を理由と共に書面（書式自由、ただし  

Ａ４判とする。）にて提出すること。 
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７ 非特定理由に関する事項 

(1) 契約予定者として特定されなかった選定業者に対しては、特定されなかった

旨とその理由（非特定理由）を（電子入札の場合は佐賀県電子入札システム（非

特定通知書）により）通知する。 

 

(2) 上記(1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日以内（休

日及び８月 13 日から 8 月 15 日までの期間を含まない。）に、書面（様式は任意）

により、非特定理由について説明を求めることができる。 

 

(3) 上記(2)の回答は、説明を求めることができる 終日の翌日から起算して５日

以内（休日及び８月 13 日から 8 月 15 日までの期間を含まない。）に書面（様式

５「非特定理由説明回答書」）により行う。 

 

 (4) 非特定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。 

  ア 受付場所  ３の受付場所に同じ。 

  イ 受付時間  ○時～○時まで。 

 

８ その他の留意事項 

(1) 技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とす

る。 

 

(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された技術提案書を無効とす

るとともに、虚偽の記載をした者に対して、佐賀県建設工事等請負・委託契約

に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

 

(3) 契約予定者として特定しなかった選定業者の技術提案書は、原則として提出

者に返却しない。 

なお、提出された技術提案書は技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用

しない。 

また、契約予定者として特定された選定業者の技術提案書を公開する場合に

は、事前に提出者の同意を得ることとする。 

 

(4) 技術提案書提出後において、原則として技術提案書に記載された内容の変更

を認めない。また、技術提案書に記載した配置予定技術者は原則として変更でき

ない。 

  ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、

同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

 

(5) 契約予定者の特定後において、その者の技術提案書の提案内容を適切に反映

した特記仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方法について提案を求める

ことがある。 

 

(6) 契約予定者として特定した旨を通知されるまでは、参加を辞退することがで

きるものとする。 

また、以後の選定等において参加辞退を理由とした不利益な取扱いは行わない。 

 

   （注）【 】を付した部分は、技術提案書提出要請書作成上の留意事項等を示した 

注釈である。 



20 
 

（様式３－１） 

                     ヒアリング実施要領 

 

１ ヒアリング対象者は、配置予定の管理技術者又は（主任）担当技術者とする。 

 

２ ヒアリングでは技術提案書に記載された業務実施体制、予定技術者の経歴及び業務実績、業務

の実施方針・実施手法等に関する質疑応答を行う。 

 

３ ヒアリングでは、以下の点について評価を行う。 

 

(1) 配置予定の管理技術者の業務経歴および業務実績に関する質疑応答を行い、書類審査による

能力評価点の確認を行う。 

 

(2) 特定テーマに関する技術提案に関する質疑応答を行い、技術提案の的確性・実現性を判断す

るとともに、業務への取組意欲を評価する。 

 

(3) 業務の実施方針・実施手法、提出要請書に対する意見、代替案等に関する質疑応答を行い、

技術提案の的確性・実現性を判断するとともに、業務への取組意欲を評価する。 

 

(4) 質疑応答を通じて、打ち合わせ協議等に必要なコミュニケーション能力を有しているか評価

する。 

 

(5) 業務に関する質問を受け付け、その内容から積極性を評価しても良い。 

 

ヒアリング評価ポイントの例  〈○：加点要素   ●：減点要素〉 

          

 

 専門技術力の確認（経歴・実績・知識） 

○：担当した業務（あるいは業務の一部分） において採用した設計の方針や手法、問題点

と解決策などがきちんと説明でき、中心的・主体的に業務に携わったことが伺える。 

○：関連する分野の業務経験や知識が豊富である。 

●：担当した業務（あるいは業務の一部分）について十分な回答ができず、中心的・主体

的に業務に携わっていない。 

 

 

取組姿勢の評価 

○：当該業務を実施する上での課題や問題点が把握されている。 

○：実施方針・実施手法に対する技術的な裏付けが明確であり、積極的な補足説明がある。

○：特定テーマに対する技術的な裏付けが明確であり、積極的な補足説明がある。 

○：疑問点について積極的な質問がある。 

●：当該業務における課題や問題点に関する認識が足りない。 

●：実施方針・実施手法に対する技術提案の説明が曖昧、または不明確。 

 

 

コミュニケーション能力の評価 

○：質問に対する回答が的確で簡潔。 

●：質問に対する回答が的はずれで冗長。 

 



21 

 

（様式３－２） 

 

技術提案書評価要領 

 

(1) 技術者評価基準 

配置予定技術者の評価にあたっては表－１(1)を標準とし、業務内容に応じて適宜必要な評価

事項を表－１(2)から追加するものとする。 

 

表－１(1) 技術者評価基準（標準評価項目） 

 

評価の着目点 
評    価 

Ａ Ｂ Ｃ 

資格要件（注１）
（管理技術者） 

技術者資格 
（注２） 
 

技術者資格、そ
の 専 門 分 野 の
内容 

技術士資格
（○○部門）
を有する 

ＲＣＣＭを
有する 
 

左に該当しない 
 

専門技術力 業務執行技
術力 

過去○年間（注
３）の同種又は
類 似 業 務 の 実
績 の 内 容 （ 注
４） 

同種業務の
実績がある 
 
 

類似業務の
実績がある 
 
 

同種又は類似業
務の実績がない 
 
 

専任性 専任性 手 持 業 務 の 契
約 金 額 及 び 件
数 

－ 

右に該当し
ない 

全ての手持業務
（注５）の契約金
額合計が○円（注
６）以上又は手持
業務の件数が○
件（注７）以上 

ヒヤリング 
（ 管 理 技 術 者
又 は 担 当 技 術
者） 

専門技術力
の確認 

専 門 技 術 力 の
確認 

実績として
挙げた業務
の担当分野
に、中心的・
主体的に参
画したこと
が確認でき
る 

左に該当し
ない 

－ 

コミュニケ 
ーション力 

質 問 に 対 す る
応答性 

質問に対す
る応答が明
快かつ迅速 

左に該当し
ない － 

取組姿勢 業 務 へ の 取 組
意欲 

業務への取
組意欲が旺
盛かつ適切
な質問、意欲
表明あり 

左に該当し
ない 

－ 

 

注１： 管理技術者のみ標準評価項目とし、担当技術者・照査技術者については追加評価項目とす

る。 

注２： 業務の難易度、内容により評価する技術者資格のレベルは変更してよい。 

注３： 「過去○年間」は 10 年程度を基本とし業務内容に応じて適宜設定するものとする。 

注４： 実績の内容だけでなく、件数を評価してもよい。 

注５： 「手持ち業務」は契約金額が 300 万円以上の業務を対象とする。特定後未契約のものがあ

る場合は、参考見積金額を契約金額とする。 

注６： 「○円」は、３～５億円程度を基本とし、業務内容に応じて適宜設定するものとする。 

注７： 「○件」は、10 件程度を基本とし、業務内容に応じて適宜設定するものとする。 
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※業務内容に応じて、適宜追加する。 

 

 

表－１(2) 技術者評価基準（追加評価項目） 

 

評価の着目点 
評    価 

追加条件 
Ａ Ｂ Ｃ 

資格要件 

（注１） 

（担当技術者） 

技術者資格

（注２） 

技術者資格、

そ の 専 門 分

野の内容 

技術士資格（○

○部門）を有す

る 

Ｒ Ｃ Ｃ Ｍ を

有する － 

担当技術者、照

査技術者の能力

が業務成果の品

質に大きな影響

を及ぼす場合 
資格要件 

（注１） 

（照査技術者） 

左 に 該 当し

ない 

専門技術力 業務執行技

術力 

当 該 部 門 従

事期間 

当該技術分野

の従事期間が

○年(注３）以

上 

当 該 技 術 分

の 従 事 期 間

が ○ 年 ( 注

４）以上○年

未満 

当 該 技 術分

野 の 従 事期

間が○年(注

４）未満 

 

技術者の経験が

業務成果の品質

に大きな影響を

及ぼす場合 

過 去 ○ 年 間

（注５）の技

術者表彰、業

務 表 彰 経 験

の有無 

優秀技術者表

彰又は優良業

務表彰の経験

がある 

 

優 秀 技 術 者

表 彰 又 は 優

良 業 務 表 彰

の 経 験 が な

い 

－ 

技術者に特段の

業務執行能力が

求められる場合

情報収集力 地域精通度 過 去 ○ 年 間

（注６）の当

該 土 木 事 務

所 及 び 周 辺

で の 業 務 実

績の有無 

当該土木事務

所における業

務実績がある 

佐 賀 県 内 に

お い て 業 務

実績がある 
－ 

技術者の業務対

象地域特性に対

する精通度が業

務成果の品質に

大きな影響を及

ぼす場合 

 

注１： 担当技術者・照査技術者は追加評価項目とし、管理技術者については標準評価項目とする。 

注２： 業務の難易度、内容により評価する技術者資格のレベルは変更してよい。 

注３： 「○年」は 10～15 年程度を基本とし、業務内容に応じて適宜設定するものとする。 

注４： 「○年」は５～10 年程度を基本とし、業務内容に応じて適宜設定するものとする。 

注５： 「○年」は５～10 年程度を基本とする。 

注６： 「○年」は５～10 年程度を基本とし、業務内容に応じて適宜設定するものとする。 
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(2) 提案内容評価基準 

提案内容評価にあたっては表－２(1)を標準とし、業務内容に応じて必要評価事項を表－２

(2)から追加する。 

 

 

表－２(1) 提案内容評価基準（標準評価項目） 

 

評価項目 評価の着目点
評   価 

Ａ Ｂ Ｃ 

実施方針・ 

実施フロー・ 

工程表・ 

その他 

業務の理解度 目的、条件、内容が簡潔

に表現されている 

左右に該当しない 目的、条件、内容が簡潔さ

に欠ける 

業務実施手順 

（フロー・ 

 工程表） 

業務実施手順が妥当 左右に該当しない 業務実施手順に矛盾がある

業務量の把握が適切 左右に該当しない 業務量の把握が不適切 

その他 要請時点で示し落とした

重要事項の指摘がある 
－ － 

特定テーマ 

に対する 

技術提案 

 

的確性 複数の特定テーマ間の整

合性が高い 

左右に該当しない 複数の特定テーマ間の整合

性が図られていない 

地形、環境、地域特性な

どの与条件に整合する 

左右に該当しない 与条件との整合が十分でな 

い 

必要なキーワードが網羅

されている 

左右に該当しない 必要なキーワードが全く示

されていない 

実現性 提案内容に説得力がある 左右に該当しない 提案内容が荒唐無稽である

提案内容を裏付ける類似

実績などが明示されてい

る。 

左右に該当しない 提案内容の裏付けが明らか

でない 

参考見積 

－ 

提案内容に相応し

い見積りとなって

いる 

提示した業務規模と大きく

かけ離れているか、又は、

提案内容に対して見積りが

不適切 
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※業務内容に応じて、適宜追加する。 

 

 

 

表－２(2) 提案内容評価基準（追加評価項目） 

 

評価項目 
評価の 

着目点 

評    価 
追加条件 

Ａ Ｂ Ｃ 

特定テー

マに対す

る技術提

案 

的確性 事業の重要度を考慮し

た提案となっている 

左右に該

当しない

事業の重要度に対して

提案内容が不釣り合い 

対象とする事業の社

会的影響が大きい場

合 

事業の難易度に相応し

い内容になっている 

左右に該

当しない

事業の難易度に対して

提案内容が不釣り合い 

業務に難易度が極め

て高い場合 

実現性 利用しようとする技術

基準・資料が適切 

左右に該

当しない

利用しようとする技術

基準・資料が不適切 

利用資料の適切さが

業務成果の品質に大

きな影響を及ぼす場

合 

提案内容によって想定

される事業費が適切 

左右に該

当しない

提案内容によって想定

される事業費が不適切 

業務成果が事業コス

トに大きな影響を及

ぼす場合 

独創性 

 

 

工学的知見に基づく前

例のない提案がある 

左右に該

当しない

マニュアルに準拠した

内容に終始している 

一般的な業務実施手

法が明らかでない場

合 

周辺・異分野技術を援

用した、高度の検討・

解析手法の提案がある

左右に該

当しない

汎用的な検討・解析手法

のみで提案に工夫が見

られない 

高度な検討・解析手法

を必要とする場合 

複数の既存技術を統合

化する提案がある 

左右に該

当しない

単純な技術の羅列が提

案されている 

既存技術のみでは問

題解決が困難な場合 

新工法採用の提案があ

る 

左右に該

当しない

陳腐化した工法の採用

提案がある 

工法に関する問題解

決が必要な場合 
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(3)評価要領 

  表－３(1)、及び表－３(2)を参考に技術提案書を評価する。 

  評価項目の配点合計は、必ずしも 100 点としなくてもよい。 

 

表－３(1) プロポーザル評価表（標準評価項目） 

実施方針・ 
実施ﾌﾛｰ・ 
工程表・ 
その他 

業務の 
理解度 

目的、条件、内容の理解 ◎

  

    
 
 
 
 

 

 

 

実施 
手順 

実施手順の妥当性 ◎     

業務量把握の妥当性 ◎     

その他 重要事項の指摘 ◎     

特
定
テ
ー
マ
に
対
す
る
技
術
提
案 

全
体 

的確性 特定テーマ間の整合性 ◎

 

    
   

 

 

特
定
テ
ー
マ
１ 

的確性 
与条件との整合性 ◎

 

     

キーワードの網羅 ◎     

実現性 
説得力 ◎     

提案内容の裏付け ◎     

特
定
テ
ー
マ
２ 

的確性 
与条件との整合性 ◎

 

     

キーワードの網羅 ◎     

実現性 
説得力 ◎     

提案内容の裏付け ◎     

特
定
テ
ー
マ
３ 

的確性 
与条件との整合性 ◎

 

     

キーワードの網羅 ◎     

実現性 
説得力 ◎     

提案内容の裏付け ◎    
 

提案内容評価基準 計     

                                   ◎：標準評価項目 

評価 
項目 

評価の着目点 

配点 

評
価

評価の 
換算計算 

評価点 

項
目
別

複
数
時
配
分

項
目
別
配
分

項
目
別
配
分

複
数
時
配
分

項
目
別
 
 

配
置
予
定
技
術
者 

管
理
技
術
者 

技術者資格及びその専門分野の内容 ◎

 

 

   
  

 

 

 

 

同種又は類似業務の実績の内容 ◎     

手持業務の契約金額及び件数 ◎     

担
当
技
術
者 

同種又は類似業務の実績の内容 ◎

 

   
  

 

手持業務の契約金額及び件数 ◎    
 

ヒ
ア
リ
ン
グ

専門技術力の確認 ◎

 

   
   

質問に対する応答性 ◎       

業務への取組意欲 ◎    
   

技術者評価基準 計     
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※業務内容に応じて、適宜追加する。 

表－３(2) プロポーザル評価表（追加評価項目） 

特
定
テ
ー
マ
に
対
す
る
技
術
的
提
案 

特
定
テ
ー
マ
１ 

的確性 
事業重要度の考慮 ○

 

 

    

 

 

事業難易度の考慮 ○     

実現性 
利用予定資料の適切性 ○     

事業費の妥当性 ○     

独創性 

前例のない提案 ○     

高度の検討・解析手法 ○     

既存分野の統合化提案 ○     

新工法採用の提案 ○     

特
定
テ
ー
マ
２ 

的確性 
事業重要度の考慮 ○

 

    

 

事業難易度の考慮 ○     

実現性 
利用予定資料の適切性 ○     

事業費の妥当性 ○     

独創性 

前例のない提案 ○     

高度の検討・解析手法 ○     

既存分野の統合化提案 ○     

新工法採用の提案 ○     

特
定
テ
ー
マ
３ 

的確性 
事業重要度の考慮 ○

 

    

 

事業難易度の考慮 ○     

実現性 
利用予定資料の適切性 ○     

事業費の妥当性 ○     

独創性 

前例のない提案 ○     

高度の検討・解析手法 ○     

既存分野の統合化提案 ○     

新工法採用の提案 ○     

提案内容評価基準 計     

技術者評価基準  合 計     

提案内容評価基準 合 計     

合      計     

参考見積 提案内容と見積内容の整合性 ◎     

                                   ○：追加評価項目 

評価 
項目 

評価の着目点 

配点 

評
価

評価の 
換算計算 

評価点 

項
目
別

複
数
時
配
分

項
目
別
配
分

項
目
別
配
分

複
数
時
配
分

項
目
別
 
 

配
置
予
定
技
術
者 

管
理
技
術
者 

当該分野従事期間 ○

 

 

     

 

 

 

 

技術者表彰、業務表彰経験の有無 ○     

当該事務所、周辺での業務実績の有無 ○     

担
当
技
術
者 

技術者資格及びその専門分野の内容 ○

 

     

当該分野従事期間 ○     

技術者表彰、業務表彰経験の有無 ○     

当該事務所、周辺での業務実績の有無 ○     

照
査
技
術
者 

技術者資格及びその専門分野の内容 ○

 

     

同種又は類似業務の実績の内容 ○
 

   

当該分野従事期間 ○     

技術者評価基準 計     
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プロポーザル評価表記入上の注意点 

 

（評価の方法） 

１ 各評価項目について、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行うことを原則とするが、必要な場合には   

５段階程度の評価としても良い。  

 

２ 評価は５点満点とし、３段階評価の場合には次のとおり配点する。 

  Ａ＝５点、Ｂ＝３点、Ｃ＝０点  

 

３ ５段階評価を行う場合には、評価Ａ’を評価Ａ、Ｂの間、評価Ｂ’を評価Ｂ、Ｃの間で補完的

に用い、評価基準を適宜設定する。また、配点は次のようにする。 

  Ａ’＝４点、Ｂ’＝２点 

  よって、例えば配点 10 の項目の場合、 

   評価Ａであれば 10×５／５＝10 点 

  （評価Ａ’であれば 10×４／５＝８点） 

   評価Ｂであれば 10×３／５＝６点 

  （評価Ｂ’であれば 10×２／５＝４点） 

   評価Ｃであれば 10×０／５＝０点 

 

 （個別の評価項目に設定される非特定要件） 

４ 管理技術者における標準評価項目で「技術者資格及びその専門分野の内容」、「同種又は類似業

務の実績の内容」又は「手持業務の契約金額及び件数」のいずれかがＣ評価の技術提案書を提出

した選定業者は、特定しない。この場合説明書等において非特定とする旨を明記すること。 

 

 （選定業者の特定方法） 

５ 原則として 高の評価点の技術提案書を提出した選定業者を契約予定者として特定することと

する。 

ただし、技術提案書が 高の評価点であっても、上記４の他、「技術者評価基準」と「提案内容

評価基準」のいずれかにおいて、評価の合計が満点の６割未満の場合は、当該技術提案書を提出

した選定業者を契約予定者として特定しないこととする。 

  なお、評価の合計点の 高得点者が複数者いる場合は、下記の①から④の順で１者を特定する

ものとする。（②以下はその上位項目が同点の場合に適用） 

①  提案内容評価基準の合計得点が高いもの 

②  配置予定技術者の専門技術能力（優良表彰）が高いもの 

③  配置予定技術者の公告日における手持ち業務量（受注金額の合計）が少ないもの 

④  配置予定技術者の公告日における手持ち業務量（受注件数）が少ないもの 

 

 （参考見積） 

６ 参考業務規模を示した場合の見積価格が参考業務規模と著しく乖離している者がいる場合には、

当該見積提示者に対し、ヒアリングにおいて業務実施方針等の妥当性について確認することとす

る。ヒアリングの結果、業務実施方針等の妥当性を確認することができなかった場合は、非特定

とする。 

なお、参考見積価格と参考業務規模と著しく乖離している目安は次のとおりとする。 

・参考見積価格が参考業務規模の３分の２を下回る場合 

・参考見積価格が参考業務規模の１０分の１５を上回る場合 

Ａ：発注者が示した参考業務規模 

（Ａ×２／３）≦Ａ≦（Ａ×１５／１０） 
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評価実施例 

 

 

表－３(1) プロポーザル評価表（標準評価項目） 

実施方針・ 
実施ﾌﾛｰ・ 
工程表・ 
その他 

業務の 
理解度 

目的、条件、内容の理解 ◎

65

25

5 Ａ  5*5/5=5 5

22

54

実施 
手順 

実施手順の妥当性 ◎ 5 Ａ  5*5/5=5 5

業務量把握の妥当性 ◎ 5 Ａ’  5*4/5=4 4

その他 重要事項の指摘 ◎ 10 Ａ’  10*4/5=8 8

特
定
テ
ー
マ
に
対
す
る
技
術
提
案 

全
体 

的確性 特定テーマ間の整合性 ◎ 10 10 Ａ’ 10*4/5=8 8
 
 
 
 
32

特
定
テ
ー
マ
１ 

的確性 
与条件との整合性 ◎

30

10 Ａ 10*5/5=10 10

キーワードの網羅 ◎ 10 Ｂ 10*3/5=6 6

実現性 
説得力 ◎ 5 Ａ  5*5/5=5 5

提案内容の裏付け ◎ 5 Ｂ  5*3/5=3 3

特
定
テ
ー
マ
２ 

的確性 
与条件との整合性 ◎

 

     

キーワードの網羅 ◎     

実現性 
説得力 ◎     

提案内容の裏付け ◎     

特
定
テ
ー
マ
３ 

的確性 
与条件との整合性 ◎

 

     

キーワードの網羅 ◎     

実現性 
説得力 ◎     

提案内容の裏付け ◎     

提案内容評価基準 計 65  54 

                                   ◎：標準評価項目 

評価 
項目 

評価の着目点 

配点 

評 
価 

評価の 
換算計算 

評価点 

項
目
別

複
数
時
配
分

項
目
別
配
分

項
目
別
配
分

複
数
時
配
分

項
目
別
 
 

配
置
予
定
技
術
者 

管
理
技
術
者 

技術者資格及びその専門分野の内容 ◎

65

30

10 Ａ 10*5/5=10 10

24

52

同種又は類似業務の実績の内容 ◎ 10 Ａ’ 10*4/5=8 8

手持業務の契約金額及び件数 ◎ 10 Ｂ 10*3/5=6 6

担
当
技
術
者 

同種又は類似業務の実績の内容 ◎

10

5 Ａ’  5*4/5=4 4

7

手持業務の契約金額及び件数 ◎ 5 Ｂ  5＊3/5=3 3

ヒ
ア
リ
ン
グ

専門技術力の確認 ◎

25

10 Ａ 10*5/5=10 10

21質問に対する応答性 ◎ 5 Ｂ  5*3/5=3 3

業務への取組意欲 ◎ 10 Ａ 10*4/5=8 8

技術者評価基準 計 65  52 

条件：特定テーマが１テーマで配置予定技術者及び特定テーマに評価項目を追加した場合

参 考 
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※業務内容に応じて、適宜追加する。 

表－３(2) プロポーザル評価表（追加評価項目） 

特
定
テ
ー
マ
に
対
す
る
技
術
提
案 

特
定
テ
ー
マ
１ 

的確性 
事業重要度の考慮 ○

20

20

－    

18

18

事業難易度の考慮 ○ 5 Ａ  5*5/5=5 5

実現性 
利用予定資料の適切性 ○ 5 Ｂ  5*3/5=3 3

事業費の妥当性 ○ －    

独創性 

前例のない提案 ○ －    

高度の検討・解析手法 ○ 5 Ａ  5*5/5=5 5

既存分野の統合化提案 ○ 5 Ａ  5*5/5=5 5

新工法採用の提案 ○ －    

特
定
テ
ー
マ
２ 

的確性 
事業重要度の考慮 ○

 

    

 

事業難易度の考慮 ○     

実現性 
利用予定資料の適切性 ○     

事業費の妥当性 ○     

独創性 

前例のない提案 ○     

高度の検討・解析手法 ○     

既存分野の統合化提案 ○     

新工法採用の提案 ○     

特
定
テ
ー
マ
３ 

的確性 
事業重要度の考慮 ○

 

    

 

事業難易度の考慮 ○     

実現性 
利用予定資料の適切性 ○     

事業費の妥当性 ○     

独創性 

前例のない提案 ○     

高度の検討・解析手法 ○     

既存分野の統合化提案 ○     

新工法採用の提案 ○     

提案内容評価基準 計 20   18 

技術者評価基準  合 計 95   77 

提案内容評価基準 合 計 85   72 

合      計 180   149 

参考見積 提案内容と見積内容の整合性 ◎     

                                   ○：追加評価項目 

評価 
項目 

評価の着目点 

配点 

評価
評価の 

換算計算 

評価点 

項
目
別

複
数
時
配
分

項
目
別
配
分

項
目
別
配
分

複
数
時
配
分

項
目
別
 
 

配
置
予
定
技
術
者 

管
理
技
術
者 

当該分野従事期間 ○

30

5

－    

5

25

技術者表彰、業務表彰経験の有無 ○ 5 Ａ  5*5/5=5 5

当該事務所、周辺での業務実績の有
無 

○ －    

担
当
技
術
者 

技術者資格及びその専門分野の内容 ○

10

5 Ｂ  5*3/5=3 3

8
当該分野従事期間 ○ －    

技術者表彰、業務表彰経験の有無 ○ 5 Ａ  5*5/5=5 5

当該事務所、周辺での業務実績の有無 ○ －    

照
査
技
術
者 

技術者資格及びその専門分野の内容 ○

15

5 Ｂ  5*3/5=3 3

12
同種又は類似業務の実績の内容 ○ 5 Ａ’  5*4/5=4 4

当該分野従事期間 ○ 5 Ａ  5*5/5=5 5

技術者評価基準 計 30   25 

参 考 



（様式第４－１号）

１　業務の名称 〇〇〇〇業務

２　履行期限

標記業務について、技術提案書を提出します。

平成〇年〇月〇日

【電子入札システムで実施する場合】

平成＊＊年＊＊月＊＊日（記入不要）

※電子入札システムへの登録日をもって

　提出日とする。

佐賀県県土整備部長（佐賀県〇〇課長又は〇〇事務所長）　　様

提出者

住　　所

電話番号

会 社 名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　

【電子入札システムで実施する場合は下記も記載する。】

担当者

担当部署

氏　　名

ＴＥＬ

E-mail

平成〇年〇月〇日

技術提案書（標準例）

30



・業務実施体制

１）

２）

３）

注１：氏名にはふりがなをふること。

（様式第４－２号）

担当技術者

所属・役職 担当する業務分野

再委託先又は協力先、及びその理由（企業の技術的特徴等）分担業務の内容

配置予定技術者名技術者名称

管理技術者

注２：所属・役職については、技術提案書の提案者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も
      記載すること。

注：他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力
　　を受けて業務を実施する場合にのみ記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託して
　　はならない。

照査技術者

31



・配置予定技術者の経歴等

　○○技術者の経歴

①氏名 ②生年月日

③所属・役職

④保有資格

技術士 （部門： 分野： ） ・登録番号： ・取得年月日：

ＲＣＣＭ （部門： ） ・登録番号： ・取得年月日：

その他 （名称： ） ・登録番号： ・取得年月日：

⑤同種又は類似業務経歴（３件まで）

⑥手持業務の状況（平成〇年〇月〇日現在）、契約金額300万円以上

⑦従事技術分野の経歴（直近の順に記入）

１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　　年　月（　年　ヶ月）

２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　　年　月（　年　ヶ月）

３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　　年　月（　年　ヶ月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累　　計　　（　年　ヶ月）

⑧その他の経歴（業務表彰、その他）

⑨当該地域の業務実績（過去〇年間）

（注）○○技術者は、「管理」、「担当」の各名称を記載する。

（注）⑦、⑧、⑨の各欄はそれらの項目を追加評価事項として用いる場合に技術提案書へ

　　　の記載を求める。

履行期間発注機関業務概要業務名

（様式第４－３－１号）

（○○技術者として従事）

契約金額合計

履行期間 契約金額

（○○技術者として従事）

業務名 発注機関

（○○技術者として従事）

32



・照査技術者の経歴（照査技術者を評価の対象とする場合に技術提案書への記載を求める）

①氏名 ②生年月日

③所属・役職

④保有資格

技術士 （部門： 分野： ） ・登録番号： ・取得年月日：

ＲＣＣＭ （部門： ） ・登録番号： ・取得年月日：

その他 （名称： ） ・登録番号： ・取得年月日：

⑤同種又は類似業務経歴（３件まで）

⑥従事技術分野の経歴（直近の順に記入）

１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　　年　月（　年　ヶ月）

２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　　年　月（　年　ヶ月）

３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　　年　月（　年　ヶ月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累　　計　　（　年　ヶ月）

（注）⑥欄は、その項目を追加評価項目として用いる場合に技術提案書への記載を求める。

　TECRIS　登録番号： （○○技術者として従事）

　TECRIS　登録番号： （○○技術者として従事）

（様式第４－３－２号）

（○○技術者として従事）　TECRIS　登録番号：

履行期間発注機関業務概要業務名

33



・配置予定技術者の過去〇年間の同種又は類似業務実績

　○○技術者（氏名　　　　　　　　　　　　）

注１：○○技術者は、「管理」、「担当」、「照査」の各名称を記載する。

注２：業務分類には、技術提案書の作成説明書（様式３）の１（４）「業務実施上の条件」

において定義した同種又は類似業務を示すこと。

注３：業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。

担当の内容

発注機関名

住　　　所

電 話 番 号

業務の概要

業務の技術的特徴

当該技術者の業務

TECRIS登録番号

契約金額

履行期間

（様式第４－４号）

業務分類 同種（又は類似）業務（○○○○○○業務）

業務名

34



・業務の実施方針 ・業務フロー

・工程計画

検討項目

（様式第４－５号）

月 月

備考

業務工程

月 月 月 月
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・特定テーマに対する技術提案

（様式第４－６号）

　特定テーマ： 〇〇〇〇〇

36



・その他

（様式第４－７号）

37



 

38 
 

（様式５） 

非特定理由説明回答書 

 

 

                              ○○第    号 

                              平成○年○月○日 

 

 

  ○○株式会社 

  代表者名        様 

 

 

              佐賀県県土整備部長（佐賀県〇〇課長又は○○事務所長） 

 

               

 平成○年○月○日付けで貴社から要請のあった非特定理由の説明について、下記のと

おり回答します。 

 

                   記 

 

  １ 通知した非特定理由 同種及び類似業務の実績の観点による 

  ２ 非特定とした理由  当該業務の設計条件と同等と認められる条件下での 

                          業務実績が、他社と比べ当方の希望するところに至 

              りませんでしたので非特定としました。 
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公募型プロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続要領の 
運用について 

 
１ プロポーザル方式の手続等について 

  プロポーザル方式に係る手続（以下、「手続」という。）及び標準日数は、別紙「公募

型プロポーザル方式の実施手続フロー」を参考すること。 

  原則として、手続は佐賀県電子入札システム（以下、「電子入札システム」という。）

を利用するものとし、公告と同時に電子入札システムに登録すること。 

  ただし、電子入札システムを利用しない場合については、手続は郵送等で行うものと

する。 

 

２ 技術提案書の提出者の選定について 

   技術提案書の提出を求める者の選定にあたっては、公募型プロポーザル方式による建

設コンサルタント等の特定手続要領(以下、「特定要領」という。）第３条第２項に定める

参加資格・業務遂行能力・欠格要件等を審査し、技術提案書の提出者の選定調書を作成

し、競争入札参加資格委員会の審議を経て選定すること。 

  なお、選定通知は電子入札システム（電子入札システムを利用しない場合は郵送等）

により行う。 

また、選定業者が２者未満の場合は、当該案件を中止することとし、参加資格要件等 

の再検討をした上で、再度公告を行うこと。 

 

３ 技術提案書の提出について 

 (1) プロポーザル方式における技術提案書の提出について 

    技術提案書作成説明書は、「様式３」を参考にするとともに、下記に留意し作成す

ること。 

  ア 契約の相手方として決定されるまでは参加辞退ができること、及び参加辞退を理

由として以後の選定等については不利益な取扱いをしないことを明記すること。 

  イ プロポーザル方式は、調査、検討及び設計業務における具体的な取組方法につい

て提案を求めるものであり、該当業務の成果の一部を求めるものではない旨を明記

すること。 

  ウ 業務内容、業務実施上の条件及び成果品について、具体的に記述するほか、必要

に応じて業務量の目安を判断できる情報（参考業務規模等）を具体的に示すこと。 

    ただし、上記内容の説明等の記載については、同様の内容を記載した仕様書の添

付をもって替えることができる。 

  エ ヒアリングを実施する場合は、ヒアリングの対象者、実施日時等を明記すること。

ヒアリングの対象者は、配置予定管理技術者又は担当技術者とする。 

  オ 技術提案書の作成にあたり、既存資料の閲覧を認める場合には、その旨を明記す

ること。 

  カ 技術提案書に記載すべき事項を極力具体的に示すこと。また、提出を求める技術

提案書は可能な限り簡素化すること。       

  キ 担当技術者が複数の場合には、各担当技術者及び実施する分担業務の内容を明記

させるとともに、対応する同種又は類似業務の実績の提出を求めること。同種又は

類似業務の認定にあたっては、その条件が過大とならないように適切に設定するこ

ととし、設定された条件を明記すること。 



 40

  ク 業務の実施にあたって、他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託す

る場合又は学識経験者等の協力を受ける場合には、再委託先又は技術協力先の名称、

その理由及び業務範囲を記載しなければならない旨、及び業務の主たる部分を再委

託してはならない旨を明記すること。また、担当技術者に再委託先又は技術協力先

の技術者を配置する場合には、担当技術者の氏名、経歴等に加え所属する企業名等

を記述することを明記すること。 

  ケ 技術提案書の提出後において、原則として技術提案書に記載された内容の変更を

認めない旨を明記すること。また、技術提案書に記載した予定技術者は原則として

変更できない旨及び、病休、死亡、退職等の極めて特別な理由により配置予定技術

者の変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければ

ならない旨を明記すること。 

  コ 技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得る旨を明記すること。 

 

４ プロポーザル方式における技術提案書の内容について 

(1) 特定要領第４条の技術提案書の内容は、技術提案書標準例（様式４）を参考とし、

当該業務の評価項目に照らし、極力簡潔なものとすること。また、原則として技術提

案書作成説明書に示されているもの以外の追加資料は受理してはならない。 

(2) 参考見積を求める場合は、技術提案書作成説明書において参考見積の取扱いを明確 

 にしておくこと。 

 
５ ヒアリングについて 

  ヒアリングの実施にあたっては、別紙「ヒアリング実施要領」を参考とし、担当事業

課が実施する。 

 
６ 選定業者を特定するための技術提案書の評価基準について 

  特定要領第４条に定める、選定業者を特定するための技術提案書の評価基準は、別紙

「技術提案書評価要領」を参考に、業務の内容に応じて作成すること。 

 

７ 特定、非特定の通知について 

  特定要領第６条の建設コンサルタント等を特定した旨の通知については、電子入札シ

ステム（電子入札システムを利用しない場合は郵送等）により特定通知書を発行するこ

と。また、同要領第７条の非特定理由の通知にあたっては、電子入札システム（電子入

札システムを利用しない場合は郵送等）により非特定通知書を発行するものとし、非特

定とした理由を評価項目、評価の着目点、判断基準に照らして具体的に明示すること。 

 

８ 実施上の留意事項 

(1) 技術提案書作成説明書は、公告と同時に掲載すること。 

(2) 技術提案書提出意思表明書及び技術提案書の提出方法は、電子入札システムに登録 

して（電子入札システムを利用しない場合は郵送等により）提出するものとする。 

(3) 技術提案書の提出者の選定、選定業者の特定にあたっては、技術提案書作成説明 

書等において記述した評価項目、評価の着目点によることとし、記述していない評価 

項目、評価の着目点に基づく評価をしてはならない。 
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資料１

             

 

               プロポーザル方式対象業務（標準例） 

 

 

  特定要領第２条に定める対象業務については、原則として、図１から図６によるもの

とする。 

 

 （１）道路事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図１ 

 （２）河川事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図２ 

 （３）都市事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図３ 

 （４）下水道事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図４ 

 （５）測量調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図５ 

 （６）地質調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図６ 

 



図 １

橋梁（大型，特殊形式）詳細設計 事業基礎調査 整備計画検討

橋梁（大型，特殊形式）予備設計 環境アセスメント

交通需要予測調査 路線検討

地質基礎調査 概略設計

地質調査（予備設計用、特殊） 都市計画決定資料作成

予備設計（中心線決定）

地質調査（詳細設計用、特殊）

橋梁（一般形式）予備設計

補修設計（特殊）

概略設計用図化 橋梁（一般形式）詳細設計 道路・橋梁景観設計

予備設計用図化 交通量観測

地質調査（予備設計用，一般）

地質調査（詳細設計用，一般）

予備設計（用地幅決定）

道路詳細設計

定期点検

緊急点検

補修設計（一般）

幅杭打設 事業パンプ作成

  プロポーザル方式

   価格競争入札方式

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、量的な要素は含んでいない。

凡     例

標準的な業務内容に応じた発注方式例（道路事業）

構想力・応用力

知
　
　
　
　
　
識
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図 ２

利水計算 堰設計Ａ 高水流量検討Ａ 河川整備基本方針

水門設計 正常流量検討Ａ 河川整備計画

排水機場設計Ａ 治水経済調査Ａ 水理・土砂解析Ａ

河道計画Ａ 環境管理基本計画 事業計画

防災システムＢ 氾濫解析 総合治水対策

利水計画 防災システムＡ

河川情報降雨システム 環境アセスメント

正常流量検討Ｂ 高水流量検討Ｂ 計画降雨検討 特殊構造物設計

降雨解析Ａ 低水流出解析 内水解析Ａ

内水解析Ｂ 河道特性検討

河道計画Ｂ ハザードマップ

堰設計Ｂ 堤防・護岸設計Ａ

樋門・樋管設計Ａ

堤防・護岸設計Ｂ 治水経済調査Ｂ 河川環境整備 河川景観設計

樋門・樋管設計Ｂ 水理・土砂解析Ｂ

床止め設計 河川水辺環境調査

耐震調査

排水機場設計Ｂ

降雨解析Ｂ 点検調査 広報資料作成 水理計算プログラム開発

水文・水質観測

定期縦横断測量

河川台帳作成

  プロポーザル方式

  価格競争入札方式

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、量的な要素は含んでいない。

凡     例

標準的な業務内容に応じた発注方式例（河川事業）

構想力・応用力

知
　
　
　
　
　
識

注：Ａ，Ｂは同種の業務における難易度の違い
 　　を表し、Ａは難易度が大であるもの。
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図　３

国土利用計画策定 総合計画策定

線引き指定・見直し 都市マスタープラン

用途地域指定・見直し 総合都市交通体系調査・計画

都市再開発方針策定 再開発事業基本計画策定

市街地整備基本計画 情報化構想策定

防災アセスメント 地域防災計画策定

駐車場整備計画 再開発事業実施運営計画策定 土地利用基本計画 住宅マスタープラン

駐輪場整備計画 土地区画整理調査 地区整備計画 環境基本計画

街路整備計画 緑の基本計画 景観ガイドプラン策定業務

駅前広場整備計画 廃棄物処理基本計画 産業振興計画

緑地・緑道整備計画 防災都市計画 観光構想策定業務

施設基本計画設計 地区計画策定

ゴミ処理場計画策定 開発整備事業基本構想策定

連続立体交差計画策定

システム化基本計画策定

パーソントリップ調査 換地設計

都市計画基礎調査 開発整備事業基本設計

公害系環境調査

造成設計、小規模施設設計

パンフ作成

　プロポーザル方式

　価格競争入札方式

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、量的な要素は含んでいない。

凡     例

標準的な業務内容に応じた発注方式例（都市事業）

構想力・応用力

知
　
　
　
　
　
識
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図　４

管渠特殊設計（シールド） 環境保全公共下水道計画 総合的な計画

合流式下水道改善計画 流域下水道事業計画

処理場機能更新計画 公共下水道事業計画

処理場基本設計 事業評価調整等

処理場詳細設計 経営管理計画等

ポンプ場機能更新計画 雨水流出解析

ポンプ場基本設計 処理場機能診断

下水道資源活用計画

貯留池・滞水池詳細設計 管渠設計（シールド） 管渠機能更新計画

吐口・樋門詳細設計 貯留池・滞水池基本設計 ポンプ場詳細設計

施工管理（ポンプ場・処理場） 吐口・樋門基本設計 管渠基本設計

水質分析（健康項目） 水質診断

耐震診断 地震等災害対策計画

台帳作成（処理場・ポンプ場） 台帳コンセプト作成

管渠設計（小規模推進） 工事費積算（施設） 広報資料作成

管渠設計（圧力・真空式） 管渠設計（推進工法）

マンホールポンプ詳細設計 管渠設計（開削・密集地）

特殊マンホール詳細設計

管渠設計（開削工法）

管渠設計（開水路）

施工管理（管渠）

工事費積算（管渠）

台帳作成（管渠）

水質分析（一般項目）

排水設備設計

道路埋設管試掘調査

  プロポーザル方式

　価格 競争入札方式

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、量的な要素は含んでいない。

凡     例

標準的な業務内容に応じた発注方式例（下水道事業）

構想力・応用力

知
　
　
　
　
　
識
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図　５

写真計測・判読 データ構造化 データ共有／総合GIS

画像解析・判読

三次元データ作成

デジタルマッピング

台帳作成（デジタル）

都市計画図

ＴＳ地形測量 基準点測量・１級～３級

空中写真測量

基準点測量・４級 路線測量（県市町村）

水準測量 河川測量

地形測量・平板測量 用地測量

区画整理測量 台帳作成（アナログ） 固定資産税台帳

地籍測量（Ｃ・Ｄ・Ｇ） 地籍測量（Ｆ・Ｈ）

簡易水準測量 地図編集 地図編集（特殊ケース）

写真申作成 一筆調査（Ｅ工程）

路線測量

定期縦横断測量

　プロポーザル方式

　価格競争入札方式

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、量的な要素は含んでいない。

凡     例

標準的な業務内容に応じた発注方式例（測量調査）

構想力・応用力

知
　
　
　
　
　
識
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図　６

軟弱地盤特殊土質試験 地盤・環境関連企画調査

動的土質試験 動的応答解析

ダム地質解析

トンネル応力変形解析

地盤環境調査解析

軟弱地盤安定・沈下概略検討 軟弱地盤対策検討

施工時計測管理（高盛土・トンネル等） トンネル変状調査

浸透流解析 地すべり機構解析

液状化判定 地すべり対策工検討設計

ボーリング調査 地表地質踏調査及び資料収集

土質試験・険層 トンネル渇水影響調査・解析

物理（弾性波等）探査

高盛土計器置及び観測

地ずべり計器置及び観測

トンネル水文・水質観測調査

地盤環境（土壌・地下水等）調査

  プロポーザル方式

　価格 競争入札方式

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、量的な要素は含んでいない。

凡     例

標準的な業務内容に応じた発注方式例（地質調査）

構想力・応用力

知
　
　
　
　
識
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